
 
Ａ測定とＢ測定 
 
 
 
Ａ測定：作業環境評価基準第２条１項１号によると「Ａ測定(作業環境測定基準第二条第一項第一号か

ら第二号までの規定により行う測定）」とある。 
 

作業環境測定基準によれば、 

  一 測定点は、単位作業場所（当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布

等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。）の床面上に六

メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上五十センチメートル以上百五十センチ

メートル以下の位置（設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。）とすること。ただし、単位

作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが

明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引

いた縦の線と横の線との交点とすることができる。 

  一の二 前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点が五に満たないこととなる場合にあっ

ても、測定点は、単位作業場所について五以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合

であつて、当該単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほ

ぼ均一であることが明らかなときは、この限りでない。 

  二 前二号の測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。 

となる。 

 

 

Ｂ測定：作業環境評価基準第２条１項２号によると「Ｂ測定(作業環境測定基準第二条第一項第二号の

二の規定により行う測定）」とある。 
 

作業環境測定基準によれば、 

  二の二 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われ

る単位作業場所にあつては、前三号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の

土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行わ

れる位置において測定を行うこと。 

単位作業場所（当該作業者の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づ

き定められる測定のために必要な区域をいう。以下同じ。） 

となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


